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(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】長スパンの防水シートを一度に展張でき、施工
効率の高い防水シート敷設装置を提供する。
【解決手段】防水シート敷設装置は、枠体と、基台と、
送気手段を備えることを特徴とする。防水シートの敷設
方法は、防水シートを枠体の周方向に沿って展開する展
開工程と、防水シートをトンネルの一次覆工面に近接さ
せる近接工程と、防水シートと一次覆工面の間に充填材
を注入する充填工程を備え、展開工程において枠体の外
周面と防水シートの間に気体を送気することを特徴とす
る。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　一次覆工後のトンネル内壁に防水シートを敷設する、防水シート敷設装置であって、
　トンネルの一次覆工面に対応した略半筒状の外周面を有する枠体と、
　前記枠体の内部に配置し、前記枠体をトンネルの一次覆工面に近接可能な基台と、
　前記枠体の外周面上に防水シートを展開する工程において、前記枠体の外周面と前記防
水シートの間に気体を送気可能な送気手段と、を備えることを特徴とする、
　防水シート敷設装置。
【請求項２】
　前記送気手段は、前記枠体の外周面に形成した複数の通気孔と、前記複数の通気孔を介
して前記枠体の外部へ気体を噴出可能な送気装置を有することを特徴とする、請求項１に
記載の防水シート敷設装置。
【請求項３】
　前記複数の通気孔の内少なくとも一部の噴出方向が、前記枠体の長手方向における一方
向又は前記枠体の周方向における一方向に傾斜していることを特徴とする、請求項２に記
載の防水シート敷設装置。
【請求項４】
　前記枠体の下部又は前記基台の下部に、前記防水シートを牽引して前記枠体の外周面状
に展開するための牽引装置を有することを特徴とする、請求項１乃至３のいずれか一項に
記載の防水シート敷設装置。
【請求項５】
　前記送気手段は、前記枠体の側方下部に位置し、上方に気体を圧送可能な圧送装置を有
することを特徴とする、請求項１に記載の防水シート敷設装置。
【請求項６】
　請求項１乃至５のいずれか一項に記載の防水シート敷設装置を用いた、防水シートの敷
設方法であって、
　防水シートを前記枠体の周方向に沿って前記枠体の外周面上に展開する、展開工程と、
　前記防水シートをトンネルの一次覆工面に近接させる、近接工程と、
　前記防水シートとトンネルの一次覆工面の間に充填材を注入する、充填工程と、を備え
、
　前記展開工程において、前記送気手段によって、前記枠体の外周面と前記防水シートの
間に気体を送気することを特徴とする、
　防水シートの敷設方法。
【請求項７】
　請求項１乃至５のいずれか一項に記載の防水シート敷設装置を用いた、防水シートの敷
設方法であって、
　奥行方向に内外交互に折り返して複数層に折りたたんだ防水シートを、前記枠体の前端
部において周方向に沿って前記枠体の外周面上に掛け渡す、設置工程と、
　前記防水シートを前記枠体の前端部から後方へ展開する、展開工程と、
　前記防水シートをトンネルの一次覆工面に近接させる、近接工程と、
　前記防水シートとトンネルの一次覆工面の間に充填材を注入する、充填工程と、を備え
、
　前記展開工程において、前記送気手段によって、前記枠体の外周面と前記防水シートの
間に気体を送気することを特徴とする、
　防水シートの敷設方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、防水シートの敷設装置及び防水シートの敷設方法に係り、特に長スパンの防
水シートを一度に敷設可能であり、施工効率の高い防水シート敷設装置及び防水シートの
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敷設方法に係る。
【背景技術】
【０００２】
　山岳トンネル工事において、トンネルの防水性を確保するため、一次覆工後のトンネル
内壁に防水シートを敷設するシート防水工が標準化しつつある。
　特許文献１には、シート防水工において、移動台車の外周面に防水シートを展張し、防
水シートと一次覆工面の間に凝固剤を注入して、防水シートをトンネル内壁に固着させる
技術が開示されている。
　また、特許文献２及び３には、シート防水工において防水シートを移動台車の外周面に
展張する具体的な技術が開示されている。
　特許文献２には、ロール状に巻いた防水シートを送りローラ付きの受台に載置し、これ
を移動台車側方の地盤に配置し、防水シートを送りローラで繰り出しながら反対側へウイ
ンチで牽引することで移動台車の外周面に沿って展張する、周方向展開型の技術が開示さ
れている。
　特許文献３には、長手方向に内外に折り畳んだのち幅方向に内外に折り畳んだ防水シー
トを移動台車側方の前端部に配置し、これを反対側へウインチで牽引して移動台車の外周
に掛け渡し、続いて移動台車の前端部から後方へ展開して展張する、長手方向展開型の技
術が開示されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２００２－２１４９２号公報
【特許文献２】特開２０１７－５７５６０号公報
【特許文献３】特開２０１６－６９８６２号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　従来技術はいずれも、防水シートをウインチなどで牽引することで移動台車の外周面上
に展張する工程を含む。しかし、実際の防水シートの展張作業はこれらの特許文献に開示
されているほど容易ではない。
　トンネルの坑内は湿度が高く、移動台車の外周面は水濡れしやすいため、防水シートを
展開する過程で防水シートが濡れた移動台車の外周面に張り付いてしまう。これを強引に
ウインチで牽引すると、防水シートが破けてしまう。よって、周方向展開型の工法の場合
、牽引できる防水シートの面積に事実上の限界があり、一度に長スパンの防水シートを敷
設することができない。
　長手方向展開型の工法でも、防水シートを移動台車の前端部から後方へ展開する作業に
おいて同様の問題が存在し、作業員の手作業によってシートを展開するなどの作業が必要
であるため、施工性が非常に悪い。
　昨今の山岳トンネル工事では急速施工が求められており、これに応じて掘削や二次覆工
などの各工程において施工の迅速化が進んでいるにもかかわらず、シート防水工がボトル
ネックとなって工事全体の迅速化を妨げている。
【０００５】
　本発明の目的は、以上のような従来技術の課題を解決可能な防水シート敷設装置及び防
水シートの敷設方法を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　上記のような課題を解決するための本発明の防水シート敷設装置は、枠体と、基台と、
送気手段を備えることを特徴とする。
　本構成によれば、防水シートと枠体の間を気体で縁切りすることによって防水シートの
展張を容易にすることができる。
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【０００７】
　本発明の防水シート敷設装置は、送気手段が枠体の外周面に形成した複数の通気孔と送
気装置の組み合わせであってもよい。
　本構成によれば、枠体の外周面から防水シート内に送気することができる。
【０００８】
　本発明の防水シート敷設装置は、通気孔の少なくとも一部が枠体の長手方向又は周方向
における一方向に傾斜していてもよい。
　本構成によれば、風圧によって防水シートの送り出しがスムーズになり、防水シートの
展開がさらに容易になる。
【０００９】
　本発明の防水シート敷設装置は、枠体の下部又は基台の下部に、牽引装置を有していて
もよい。
　本構成によれば、牽引装置によって防水シートを展開することができる。
【００１０】
　本発明の防水シート敷設装置は、送気手段が枠体の側方下部に設けた圧送装置であって
もよい。
　本構成によれば、枠体の側方から防水シート内に送気することができる。
【００１１】
　本発明の防水シートの敷設方法は、防水シートを枠体の周方向に沿って展開する展開工
程と、防水シートをトンネルの一次覆工面に近接させる近接工程と、防水シートと一次覆
工面の間に充填材を注入する充填工程を備え、展開工程において枠体の外周面と防水シー
トの間に気体を送気することを特徴とする。
　本構成によれば、防水シートと枠体の間を気体で縁切りすることによって、周方向への
展張を容易にすることができる。
【００１２】
　本発明の防水シートの敷設方法は、奥行方向に折りたたんだ防水シートを枠体の前端部
から周方向に沿って掛け渡す設置工程と、防水シートを枠体の前端部から後方へ展開する
展開工程、防水シートをトンネルの一次覆工面に近接させる近接工程と、防水シートと一
次覆工面の間に充填材を注入する充填工程を備え、展開工程において枠体の外周面と防水
シートの間に気体を送気することを特徴とする。
　本構成によれば、防水シートと枠体の間を気体で縁切りすることによって、長手方向へ
の展張を容易にすることができる。
【発明の効果】
【００１３】
　以上の構成より、本発明の防水シート敷設装置及び防水シートの敷設方法は次の効果の
少なくともひとつを備える。
＜１＞防水シートの展開時、防水シートと枠体の間に気体を送気して両者を縁切りするこ
とによって、防水シートが枠体の外周面に張り付くのを防ぐことができる。
＜２＞防水シートと枠体が縁切りされるため、防水シートの展開作業が容易になる。
＜３＞防水シートと枠体が円切りされるため、従来困難であった長スパンの防水シートを
一度に敷設することができる。このため、施工効率が非常によい。
＜４＞全体工程のボトルネックとなっていたシート防水工の施工効率が高まることで、全
体工期が短縮され急速施工が実現される。
【図面の簡単な説明】
【００１４】
【図１】本発明の防水シート敷設装置の説明図。
【図２】本発明の防水シートの敷設方法の説明図。
【図３】実施例２の説明図。
【図４】実施例２の説明図。
【図５】実施例２の説明図。
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【図６】実施例３の説明図。
【図７】実施例４の説明図。
【発明を実施するための形態】
【００１５】
　以下、図面を参照しながら本発明の防水シート敷設装置及び防水シートの敷設方法につ
いて詳細に説明する。なお「上」「下」「左」「右」等の各方位は、防水シート敷設装置
の長手方向をトンネルの延長方向に沿って坑内に配置した状態における各方位を指す。
【実施例１】
【００１６】
[防水シート敷設装置]
＜１＞全体の構成（図１）。
　本発明の防水シート敷設装置１は、一次覆工後のトンネル内壁に防水シートＳを敷設す
る装置である。ここで、防水シートの敷設とは、枠体２０の外周面に展張した防水シート
Ｓを、充填材を介してトンネルの一次覆工面に固着することを意味する。
　防水シート敷設装置１は、トンネル内を長手方向に移動可能な基台１０と、基台１０の
上部を覆う略半筒形の枠体２０と、送気手段３０と、を少なくとも備える。
　本例では、基台１０と枠体２０に、移動式型枠（スライドセントル）を採用し、これに
送気手段３０と牽引装置４０を付設して防水シート敷設装置１を構成する。
【００１７】
＜１．１＞防水シート。
　本発明の防水シート敷設装置１にて敷設する防水シートＳについて説明する。
　本例では、防水シートＳとして、エチレン・酢酸ビニル共重合樹脂（ＥＶＡ）製シート
の一面に長繊維不織布を張り合わせたシート材を採用する。
　防水シートＳの幅は枠体２０の外周長に対応し、長さは枠体２０の長さ、つまり枠体２
０の前端から後端までの長さに対応する。
　なお、防水シートＳの構成はこれに限られず、所定の遮水性能と強度を備えれば、他の
公知の各種シート材を採用してもよい。
【００１８】
＜２＞基台。
　基台１０は、防水シート敷設装置１の基部である。
　基台１０は、概ね門形の複数の支持枠１１を長手方向に連結してなる枠状体である。
　支持枠１１の上方には枠体２０を昇降自在に支持する複数の支柱１２を有する。
　支持枠１１の側方には枠体２０を拡幅自在に支持する複数の支持腕１３を有する。
　支持枠１１の下方にはそれぞれ車輪１４を有する。車輪１４によって地盤に敷いたレー
ル上をトンネルの長手方向に沿って走行可能である。
　基台１０のその他の構成は、いわゆるスライドセントルの基台として公知なのでここで
は詳述しない。
【００１９】
＜３＞枠体。
　枠体２０は、防水シート敷設装置１の外殻である。
　枠体２０は、概ね略半筒状の形状を呈し、トンネルの一次覆工面に対応した外周面を有
する。
　枠体２０は、両肩部及び両下端部付近でヒンジ結合した複数の分割枠体からなり、基台
１０の支持腕１３を伸長することによって、枠体２０を拡幅することができる。
　枠体２０のその他の構成は、いわゆるスライドセントルの枠体として公知なのでここで
は詳述しない。
【００２０】
＜４＞送気手段。
　送気手段３０は、枠体２０の外周面上に防水シートＳを展開する工程において、枠体２
０の外周面と防水シートＳの間に気体を送気するための機構である。
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　本例では、送気手段３０として、枠体２０の外周面に形成した複数の通気孔３１と、通
気孔３１を介して枠体２０の内部から外部へ気体を噴出可能な送気装置３２の組み合わせ
を採用する。
【００２１】
＜４．１＞通気孔。
　通気孔３１は、気体を噴出用の孔である。
　通気孔３１は、枠体２０の外周面に一定の間隔で設ける。
　通気孔３１は、枠体２０の内側から外側へ連通し、送気装置３２から送られる気体を枠
体２０の外部へ噴出する。
　なお、通気孔３１を枠体２０に連通させず、通気孔３１を枠体２０内の管路と接続して
管路を介して送気装置３２と連結してもよい。
　また、円孔でなくスリット状の通気溝を採用してもよい。
【００２２】
＜４．２＞送気装置。
　送気装置３２は、気体を通気孔３１に送気する装置である。
　本例では、送気装置３２として、基台１０に搭載したコンプレッサを採用する。
　送気装置３２は、エアホース（不図示）で各通気孔３１と接続し、坑内の空気を圧縮し
てエアホースと通気孔３１を介して枠体２０の外に送気する。
　なお、送気装置３２はコンプレッサに限らず、ブロワや送風機を採用してもよい。また
、送気装置３２は、基台１０ではなく枠体２０に搭載してもよい。　
【００２３】
＜５＞牽引装置。
　牽引装置４０は、防水シートＳを牽引して、枠体２０上に展開する装置である。
　本例では、牽引装置４０として基台１０に搭載した電動ウインチとワイヤの組み合わせ
を採用する。
　なお、牽引装置４０は、基台１０ではなく枠体２０に搭載してもよい。
【００２４】
[防水シートの敷設方法]
＜１＞全体の構成。
　本発明の防水シート敷設方法は、防水シートＳを展開する展開工程と、枠体２０上の防
水シートＳを一次覆工面に近接させる近接工程と、防水シートＳの背面に充填材を注入す
る充填工程と、を少なくとも備える。
　本発明の防水シート敷設方法の特徴は、展開工程において、送気手段３０によって枠体
２０の外周面と防水シートＳの間に気体を送気する点にある。
　なお、本例では防水シートＳを枠体２０の周方向に展開する周方向展開型の方法を説明
し、長手方向展開型の方法については実施例２として後述する。
【００２５】
＜１．１＞展開工程前の状態。
　防水シート敷設装置１は、一次覆工後のシート防水工の施工区間において、基台１０の
支柱１２及び支持腕１３を短縮した状態で地盤に配置されている。
　防水シート敷設装置１の側方の地盤上には、長尺のロール状に巻いた防水シートＳの中
に芯材を通したものを、支持台上に回転自在に配置する。防水シートＳの長さは枠体２０
の長さに対応させる。
　ロール状の防水シートＳの始端縁を、複数の位置で挟持部材に挟んで固定する。挟持部
材に接続したワイヤを枠体２０の外周面を経由して反対側へ掛け渡し、牽引装置４０に接
続する。
　なお、挟持部材を介さず、防水シートＳに穴をあけて直接ワイヤと連結してもよい。
【００２６】
＜２＞展開工程（図２）。
　牽引装置４０のウインチでワイヤを巻き取ると、防水シートＳが枠体２０の外周面状を
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周方向に牽引されて展開してゆく。
　防水シートＳの展開と同時に、送気装置３２を稼働させて枠体２０表面の通気孔３１へ
と空気を圧送する。
　牽引された防水シートＳが通気孔３１上に至ると、通気孔３１から噴出した空気が防水
シートＳの内面に吹き付け、防水シートＳと枠体２０の外周面の間に空気の層を形成する
。
　これによって、防水シートＳが枠体２０に張り付くことが防止されるため、防水シート
Ｓの展開が非常に容易になる。
　なお、防水シートＳの展開は牽引装置４０によらず人力で行ってもよい。
【００２７】
＜３＞近接工程。
　防水シートＳを枠体２０の前面に展開したら、基台１０の支柱１２を上昇させるととも
に支持腕１３を伸長することで枠体２０を拡径し、枠体２０上の防水シートＳをトンネル
の一次覆工面に近接させる。
【００２８】
＜４＞充填工程。
　枠体２０の妻部と側方の両下端部をエアチューブなどで塞いで、枠体２０の外周面と一
次覆工面の間に充填材が漏れ出でない程度の気密の充填空間を形成する。
　充填空間内の防水シートＳと一次覆工面の間に充填材を注入する。本例では、充填材と
してシールドトンネルで用いられる公知の裏込め材を採用する。
　充填剤材は、枠体２０妻部のエアチューブと一次覆工面の間に注入管を差し込んで注入
する。このほか、枠体２０の検査窓から、防水シートＳを突き抜いて注入管を充填空間内
に差し入れて注入してもよい。
　充填材が固化することによって、充填材を介して防水シートＳが一次覆工面に固着され
、防水シートの敷設作業が完了する。
【実施例２】
【００２９】
[長手方向展開型の例]
　防水シートを枠体の長手方向に展開する実施例について説明する。
　本例では、予め防水シートＳを、幅方向Ｗと長手方向Ｌの二方向に折りたたんでおく。
より詳細には、防水シートＳをまず長手方向Ｌに内外相互に折り返して複数層に折り畳み
、続いてこれを幅方向Ｗに内外相互に折り返して複数層に折り畳む（図３）。
　折り畳んだ防水シートＳを、幅方向Ｗと長手方向Ｌを防水シート敷設装置１の幅方向と
長手方向に合わせて、枠体２０側方の前端部付近の地盤に設置する。
　折り畳んだ状態の防水シートＳの上端縁を挟持部材で挟み、挟持部材に接続したワイヤ
を枠体２０の外周面を経由して反対側へ掛け渡し、牽引装置４０に接続する。
　牽引装置４０のウインチでワイヤを巻き取ると、防水シートＳが幅方向Ｗに展開しなが
ら枠体２０の外周面状を周方向に牽引され、外周面上に掛け渡される（図４）。掛け渡し
後、防水シートＳから挟持部材を取り外す。
　枠体２０に掛け渡した防水シートＳの一端縁を枠体２０の妻部に固定し、防水シートＳ
を枠体２０の前端部から後方へと展開してゆく（図５）。防水シートＳの展開には、ウイ
ンチとワイヤなどを用いる。
　あるいは、枠体２０に掛け渡した防水シートＳの一端縁を既設の防水シートＳと溶着さ
せ、防水シート敷設装置１をトンネル長手方向に移動させることで、枠体２０上の防水シ
ートＳを自動的に展開してもよい。
　その後の工程は実施例１と同様なので記載を省略する。
【実施例３】
【００３０】
[通気孔が傾斜する例]
　本例では、枠体２０に設けた複数の通気孔３１の内、少なくとも一部の噴出方向を一方
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　通気孔３１の傾斜方向は、展開工程における防水シートＳの展開方向、すなわち枠体２
０の長手方向又は周方向における一方向である。
　防水シートＳの展開時、通気孔３１から防水シートＳの展開方向へ向けて気体を噴出す
ることで、風圧によって防水シートＳの送り出しがスムーズになり、作業効率がさらに高
くなる。
【実施例４】
【００３１】
[送気手段がブロアである例]
　本例では、送気手段３０として枠体２０に設けた圧送装置３３を採用する。圧送装置３
３として長尺状のブロアを採用する。
　圧送装置３３は、枠体２０の一方の下端部に沿って上向きに付設する。
　展開工程において防水シートＳを周方向に展開する際、圧送装置３３を稼働して防水シ
ートＳ内に気体を圧送することで、防水シートＳの展開が容易になる。
　圧送装置３３の数や長さは限定しないが、少なくとも枠体２０の長手方向の中央付近に
設けると、防水シートＳの下から気体が逃げにくいので作業効率がよい。
【実施例５】
【００３２】
[送気手段が独立する例]
　送気手段３０は、基台１０又は枠体２０に搭載する形態に限られず、基台１０や枠体２
０から独立した送風機などを枠体２０の下部などに配置し、これを用いて枠体２０の外周
面と防水シートＳの間に送気してもよい。
【符号の説明】
【００３３】
　１　　防水シート敷設装置
　１０　基台
　１１　支持枠
　１２　支柱
　１３　支持腕
　１４　車輪
　２０　枠体
　３０　送気手段
　３１　通気孔
　３２　送気装置
　３３　圧送装置
　４０　牽引装置
　Ｓ　　防水シート
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【手続補正書】
【提出日】平成30年3月15日(2018.3.15)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　一次覆工後のトンネル内壁に防水シートを敷設する、防水シート敷設装置であって、
　トンネルの一次覆工面に対応した略半筒状の外周面を有する枠体と、
　前記枠体の内部に配置し、前記枠体をトンネルの一次覆工面に近接可能な基台と、
　前記枠体の外周面に形成した複数の通気孔と、前記複数の通気孔を介して外気と連通し
防水シートの内面に気体を直接吹き付け可能な送気装置を有する送気手段と、を備え、
　前記枠体の外周面上に防水シートを展開する工程において、前記送気装置で前記枠体の
外周面と防水シートの間に気体を送気することによって両者間に該気体による空気層を形
成し、防水シートの前記枠体の外周面への張り付きを防止可能に構成したことを特徴とす
る、
　防水シート敷設装置。
【請求項２】
　前記複数の通気孔の内少なくとも一部の噴出方向が、前記枠体の長手方向における一方
向又は前記枠体の周方向における一方向に傾斜していることを特徴とする、請求項１に記
載の防水シート敷設装置。
【請求項３】
　前記枠体の下部又は前記基台の下部に、前記防水シートを牽引して前記枠体の外周面状
に展開するための牽引装置を有することを特徴とする、請求項１又は２に記載の防水シー
ト敷設装置。
【請求項４】
　請求項１乃至３のいずれか一項に記載の防水シート敷設装置を用いた、防水シートの敷
設方法であって、
　防水シートを前記枠体の周方向に沿って前記枠体の外周面上に展開する、展開工程と、
　前記防水シートをトンネルの一次覆工面に近接させる、近接工程と、
　前記防水シートとトンネルの一次覆工面の間に充填材を注入する、充填工程と、を備え
、
　前記展開工程において、前記送気手段によって、前記枠体の外周面と前記防水シートの
間に気体を送気することを特徴とする、
　防水シートの敷設方法。
【請求項５】
　請求項１乃至３のいずれか一項に記載の防水シート敷設装置を用いた、防水シートの敷
設方法であって、
　奥行方向に内外交互に折り返して複数層に折りたたんだ防水シートを、前記枠体の前端
部において周方向に沿って前記枠体の外周面上に掛け渡す、設置工程と、
　前記防水シートを前記枠体の前端部から後方へ展開する、展開工程と、
　前記防水シートをトンネルの一次覆工面に近接させる、近接工程と、
　前記防水シートとトンネルの一次覆工面の間に充填材を注入する、充填工程と、を備え
、
　前記展開工程において、前記送気手段によって、前記枠体の外周面と前記防水シートの
間に気体を送気することを特徴とする、
　防水シートの敷設方法。
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